仕様書
１　件名
　　電子調達システムに係る電気通信サービス提供業務（単価契約）
２　目的
　　広島市電子調達システムと庁内ＬＡＮの間を電気通信回線で接続し，イーサネット通信サービスの提供を受けるものである。
３　契約期間、利用開始日
　⑴　契約期間
契約締結日から令和１３年３月３１日までとする。

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）

⑵　利用開始日

令和７年４月１日

ただし，前日までに，後記４⑷の提供箇所において，本市が指定するネットワーク機器に回線を接続し，接続確認を行うこと。なお、作業日時は本市の指示する日時とする。
４　通信回線整備仕様（下記の仕様と同等以上も可。ただし、予め本市の承認を得ること。）
　⑴　サービス種別　　　　　　イーサネット通信サービス
　⑵　回線帯域　　　　　　　　１０Ｍｂｐｓ
　⑶　インターフェース条件
　　①　電気的／光学的条件　　ＩＥＥＥ８０２．３準拠（１０ＢＡＳＥ－Ｔ）
　　②　物理的条件　　　　　　８ピンモジュラーコネクタ（ＩＳＯ標準ＩＳ８８７７準拠）
　⑷　提供箇所及び回線帯域
	区分
	提供箇所
	所在地
	回線帯域

	①
	広島市役所北庁舎４階
（企画総務局情報政策部サーバールーム）
	広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号
	１０Ｍｂｐｓ

	②
	日本電気株式会社西風新都アウトソーシングセンター２階
（広島市電子調達システム設置場所）
	広島市安佐南区伴南
	１０Ｍｂｐｓ


　⑸　機器等
　　　回線接続装置及び配線設備の借上を含むこと。
５　その他
　⑴　自社の設備により提供箇所へ提供すること。
　⑵　監視保守及び運用についても自社で行うこと。
　⑶　故障受付及び修理に速やかに対処すること。
　⑷　第三者による通信の傍受を防ぐ手段等，セキュリティ対策を施すこと。
　⑸　本仕様書に明記していない事項で，本業務の実施に必要な事項は，別途協議して実施すること。なお，協議した内容について協議録を作成し，提出すること。
　⑹　回線工事等で，前記４⑷の提供箇所及び関連施設に立ち入る場合，事前に連絡・調整等をすること。
